
福管連モデル規約Ａ案作成の主旨

　福管連では、昭和６３年に福岡マンション問題研究会の弁護士の方々のご指

導を受けながらモデル管理規約を作成し、一般に公表しました。当時、暴力団

入居で悩む管理組合も多く、暴力団阻止条項を盛り込んだこのモデル規約はマ

スコミにも大きく取り上げられました。

◇　　　　　　　　　　◇

　平成９年２月に、建設省（当時）が標準管理規約の一部を改正しましたので、

それに合わせてこのモデル規約を改正しました。

１　平成９年２月に改正された建設省の中高層共同住宅標準管理規約をベース

とし、暴力団入居阻止、理事長の訴訟追行権付与、管理費滞納対策、役員２

年任期制、届出書式の充実等必要と思われる修正を行いました。

２　マンションの賃貸化が増加する傾向にありますので、マンションの管理を

円滑に行うために、賃借人に役員就任資格を認め、総会は常時出席できるこ

ととしました。

３　各条文は、標準規約と対比しやすいように、同項目・同条としています。

４　当会のモデル規約は、１階を店舗、２階以上は住戸の一般分譲型マンショ

ンを前提として作成しています。そうして、全戸に倉庫が附属しているもの

としています。住居専用タイプや倉庫がない場合は、該当する条文を削除す

る必要があります。

◇　　　　　　　　　　◇

　平成９年の標準規約改正に伴う当会のモデル規約改正に当たり、次の弁護士

の方々に監修をしていただきました。福岡マンション問題研究会に所属され、

日頃からマンション問題の研究と紛争の解決に努力しておられる先生方です。

ご協力に深く感謝いたします。

  　　　　　　　　　　　　　　　　（５０音順・敬称略）

弁護士　大　神　　昌　憲　　弁護士　岡　　　　小夜子

弁護士　塩　田　　裕美子　　弁護士　清　水　　隆　人

弁護士　田　中　　里　美　　弁護士　中　島　　繁　樹

弁護士　中　村　　佐和子　　弁護士　松　坂　　徹　也

弁護士　村　山　　博　俊　　弁護士　矢　野　　正　剛

弁護士　吉　野　　　　正



◇　　　　　　　　　　◇

平成１６年１月にも国土交通省の標準規約が改正されました。これは、マン

ション管理適正化法及び建替え円滑化法の施行、区分所有法の改正など法制度

が整備されたこととマンションを取り巻く情勢変化に合わせ改正されたもので

す。

標準規約の改正に伴い、当会のモデル規約も見直しを行いました。

１　今回改正された標準規約のうち、モデル規約に取り入れることが望ましい

部分は追加しました。

　　例えば、防犯、防音、断熱等のための改良、コミュニティ形成、建替え規

定、電磁的方式に関する規定の整備などです。

２　標準規約改正関連以外の事項についても福管連のモデル規約を見直しまし

た。管理組合の業務に、マンションの福祉を追加、区分所有者が法人である

場合の役員就任資格、業務委託の場合の管理組合主体性の維持、配偶者及び

一親等の親族の役員就任資格、普通決議の要件を全区分所有者の過半数とす

るなどの整備を行いました。

　　今回のモデル規約改正に当たっては、次の弁護士の方々に監修をしていた

だきました。ここに記して感謝を捧げます。

弁護士　大　庭　　康　裕　　弁護士　岡　　　　小夜子

弁護士　松　坂　　徹　也　　弁護士　村　山　　博　俊

弁護士　安　原　　伸　人

平成１６年３月１日　　　　ＮＰＯ法人　福岡マンション管理組合連合会


